
別紙様式3-1

障害福祉サービス等処遇改善実績報告書 (令和 5 年度)

(福祉・介護職員処遇改善実績報告書、福祉・介護職員等特定処遇改善実績報告書、福祉・介護職員等ベースアップ等支援実績報告書)

1 基本情報 <共通>

2実 績報告<共通>
・ 2(2)(3)で は以下の要件を確認しており、オレンジセルが「O」でない場合、加算取得の要件を満たしていない。

【処遇改善加算】福祉・介護職員の賃金について、処遇改善加算による賃金改善所要額が、同加算の算定額以上であること

特定加算】介護職員及びその他の職員の賃金について、特定加算による賃金改善所要額が、同加算の算定額以上であること

ベースアップ等加算】介護職員及びその他の職員の賃金について、ベースアツプ等加算による賃金改善所要額が、同加算の算定額以上であること

全加算】処遇改善加算等による賃金改善以外の部分で賃金水準を引き下げないこと。

上 について (全体 )

(2) 上 について(各加算の内訳)  要件 I 要件Ⅱ 要件Ⅲ

(3)加算以外の部分で賃金水準を下げないことについて
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【記入上の注意】
。(a)～ (c)には、処遇改善加算等による賃金改善に伴う法定福利費等の事業主負担の増加分を含めることができる。

・ (d)に は、加算の配分対象とした全ての職員(福祉・介護職員及びその他の職種)の賃金の総額を記載すること。(処遇改善加算、特定加算、ベースアッ

プ等加算の加算額を上回るために実施した賃金改善の所要額を含む額を記載すること。)

・①には、加算を取得する前年度 (4月 ～3月 )の実績値について、加算等の配分対象としたすべての職員(介護職員及びその他の職種)の賃金の総額を

記載すること。(処遇改善加算、特定加算、ベースアップ等加算及び処遇改善支援補助金の加算等の金額を上回るために実施した賃金改善の所要額

を含む額を記裁すること。)ただし、職員構成が変わつた等の事由により、例えば、本年度に入職 (退職)した職員と同等の賃金水準の職員が前年度か

ら在籍していた(いなかつた)ものと仮定して計算するなどの方法により、今年度との比較に道した値に惨正することが可能である。

(g)～ 1)には、加算を取得する前年度 (4月 ～3月 )の実績値について、都道府県国民健康保険団体連合会から通知される「福祉・介護職員処遇改善加

算等総額のお知らせJ「福社・介護職員処遇改善臨時特例交付金 支払通知書Jに基づき記載すること。ただし、(うについて、令和4年4月 サービス提供

分の福祉・介言葺職員処遇改善臨時特例交付金の額は、令和4年 5月 審査分の額 (2～ 4月 サービス提供分)を 3等分して推計すること。

°
(j)の 独自の賃金改善額と1ま 、本実績報告書の提出年度における独自の賃金改善分 (初めて処遇改善加算を取得した年度以降に新たに行つたものに

限る。処遇改善加算、特定加算及びベースアップ等加算そのものの配分を除く。)をいうものであり、処遇改善加算等の加算額を超えて賃金改善を行つ

た場合にはその金額も含む。(j)に 計上する金額がある場合には、必ず「2(4)各障害福祉サービス事業者等による処遇改善加算、特定加算及びペー

スアップ等加算の配分を除く賃金改善J欄に支給額、方法等の具体的な賃金改善の内容を記載すること。

提出封

フリカナ

法人名

シャカイラクシホウジン ナンキノゾミカイ

社会福祉法人 南紀のぞみ会

法人所在地
〒 646-0015
和歌山県田辺市

フリカナ

書類作成担当者

ヤナセ カオリ

柳瀬 かおり

連絡先 電話番号 0739-33-7466 E― mail nanki―nOzomi@bz04 plala orjp

O

【本報告書で報告するカロ算】※取得した加算について「○」、取得しない加算について「×」を選択すること。

福祉・
(ベ ースアメア等加算)(lt几 遇改善加鼻) (特 定狐〕算)

アップ等支援加算

取得した力口算の合計

64,342,230円① 令和  5 年度の加算の総額

68,738,657円②
加算による賃金改善所要額の総額
(①の加算の総額以上であること)

ベースアップ等カロ算lC処遇改善加算 特定力日算  l〔
H,054,270円 10,706,690円42,581,270円① 令和  5 年度の加算の額

46,62と ,988(a) 円 H,107,897 円(b) に)   H,008,772 円②祀 緒霧灯盤 D

① 令和  5 年度の加算の影響を除いた賃金額

(ア )本年度の賃金の総額

による ()イ の加算本年度 金改善所要額の総額

361,923,360 円

430,662,017 円

(a)― (c)

(e)

(d)

68,738,657円

円

円

円

円

円

円

②督雛鱈昆麗脇甥盤評髯許
除いた

(ア )前年度の賃金の総額

(イ)前年度の処遇改善加算の総額

(ウ )前年度の特定力日算の総額

(工)前年度のベースアップ等加算の総額

(j)

①①①
謎L路 ,106

独自の賃金改善額

処遇改善臨時特例交付金の総額を含む)

403,073,466

10,063,120

39,340,380

10,280,860

(f)

(i)

(g)

(h)



独自の賃金改
善の具体的な
取組内容

独自の賃金改
善額の算定根
拠

(4)前年度の独 自の賃金改善 (処遇改善加算等の配分以外の独 自の賃金額 )

・ 2(3)② (刀 )の「前年度の各障害福祉サービス事業者等の独自の賃金改善額Jに計上する場合は記載すること。

て 算を取得した年度以降 | たに行つ ス

額を記載すること。

3各加算の要件について

・ 3(1)(2)では以下の要件を確認しており、オレンジセルが「XJとなる場合、加算取得の要件を満たしていない。

【特定加算】
V経験・技能のある障害福祉人材(A)の特定加算による平均賃金改善額が他の障害福祉人材(B)の 平均賃金改善額より高いこと(A>B)

(ただし、障害福祉人材間で経験・技能に明らかな差がない場合など、(A)を設定できない場合は、この限りではない。)

Ⅵ 他の障害福祉人材(B)の特定加算による平均賃金改善額がその他の職種(C)の平均賃金改善額の2倍以上であること(B≧ 2C)

(ただし、(C)の平均賃金が(B)の 平均賃金を上回らない場合はこの限りではない)

Ⅶ 特定加算による賃金改善の対象としたその他の職種(C)の 改善後の賃金が年額440万円を上回らないこと

Ⅵll経験・技能のある障害福祉人材(A)のうち、特定加算を申請する事業所数につき1人以上は、賃金改善所要額が月額平均8万円以上又は改善後

の賃金が年額

“

0万 円以上であること

【ベースアップ等加算】
区 福祉・介護職員とその他の職種のそれぞれについて、賃金改善の見込額の3分の2以上が、ベースアップ等(基本給又は決まって毎月支払われる

手当の引上げ)に 充てられる計画になっていること

(1)福祉・介護職員等特定処遇改善加算の要件について

※②には、グループごとの一月当たりの常勤換算職員数を直接記入すること。
※⑥及び②には、処遇改善加算、特定加算、ベースアップ等加算による賃金改善額を含む金額を記入し、③の後半部分(改 善後の賃金が440万 円以

上)も 同様の方法で人数を数えること。ただし、③の前半部分(月 額8万 円以上の改善)に ついては、特定加算による賃金改善額のみで判断すること。

(2)福祉 。介護職員等ベースアップ等支援加算の要件について

職 の

員他
の

il)ベ ースアップ等加算による賃金改善所要額
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Ⅷ
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その他の職種(C)
経験・技能のある
障害福祉人材(A)

他の障害福祉
人材(B)

日

11029,0 64.5

623,1065,752,039 4,732,752

100 077270

16,529 円

人

円

人
　
円

4,721 円

①特定加算による賃金改善を実施したグループ
※加算の配分対象としたグルーブに必ずチェック(ン )する手と

②一月当たりの常勤換算職員数

③特定加算による賃金改善所要額(年額)

①特定加算による平均賃金改善所要額 (月 額)

⑤特定加算による平均賃金改善所要額の比率
(グループごとの配分比率)

円

人
　
円

6,H5円

152,393 円239,388⑥他の障害福祉人材 (B)と その他の職種(C)の平均賃金額 (月 額)

※B≧ 2Cを満たさない場合のみ記入

3.832,712

11,107,897 円

29 人

11人

円

(参考 )特定加算による本年度の賃金改善所要額 (総額・年額 )

⑦特定加算による賃金改善の対象としたその他の職種 (C)の うち、改善後の賃金が最t)高

額となる者の賃金額(年額)

③経験・技能のある障害福祉人材(A)の うち賃金改善額が月額平均8万円以上又は改善

後の賃金が年額440万円以上となった者の数

⑨本実績報告書に記載した特定加算の取得を届け出た事業所数

「月額平均8万円の処遇改善又は改善後の賃金が年額440万 円以上となる者」を設定できない場合その理由

□ 小規模事業所等で加算額全体が少額であるため。

□ 職員全体の賃金水準が低く、直ちに月額平均8万円等まで賃金を引き上げることが困難であるため。

□
是霜手整 蒼瑠甚鼻島紆低巽 伝整認 涙 塾姦程鑑 纂 悲ビ己皇埋最ぎ長輿尾圧脊F求

められ織 力や蠅 を日月

□ その他 (                                             )
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園
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11,008,772  円(参考)ベースアップ等加算による賃金改善所要額 (総額・年額)
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(3)職場環境等要件に基づいて実施した取組について<処遇改善加算・特定力日算 >
【処遇改善加算】
・ 届出に係る計画の期間中に、全体で必ず封つ以上の取組を行うことが必要であること。

【特定加算】

・ 届出に係る計画の期間中に、「入職促進に向けた取組」、「資質の向上やキャリアアップに向けた支援」、「両立支援・多様な働き方の推進」、「腰痛

を含む心身の健康管理」、「生産性向上のための業務改善の取組」及び「やりがい・働きがいの醸成」の6つの区分から任意で3つの区分を選択

し、選択した区分でそれぞれ 1つ 以上の取組を行うことが必要であること。 ※処遇改善加算と特定加算とで、別の取組を行うことは要しない。

※ 前年度から引き続き加算を算定しており、かつ、前年度に職場環境等要件を満たす取組実績がある事業所において、合理的な理由により当該期間中に実施でき

なかつた場合は、当該理由を明記すること。(処遇改善加算、特定加算共通)

区 分 内容 IC

入職促進に向
けた取組

E]法人や事業所の経営理念や支援方針・人材育成方針、その実現のための施策・1士組みなどの明確化

回 事業者の共同による採用・人事ローテーション・研修のための制度構築

□ 他産業からの転職者、主婦層、中高年齢者等、経験者・有資格者にこだわらない幅広い採用の仕組みの構築

日 職業体験の受入れや地域行事への参加や主催等による職業魅力向上の取組の実施

資貨の向上や
キヤリアアツプ
に向けた支援

甥 祀 蹴 脈 塁鵠 昌響登昆写基程絨 写里Z機 鰭 零埋亀昌催再写聯 男縮 乙皇瞑
支援等

E]研修の受講やキャリア段位制度と人事考課との運動

ロ エルゲー・メンター(仕 事やメンタル面のサポート等をする担当者)制度等の導入

『
1上位者・担当者等によるキャリア面談など、キャリアアップ等に関する定期的な相談の機会の確保

両立支援・多
様な働き方の

推進

□ 子育てや家族等の介護等と仕事の両立を目指すための休業制度等の充実、事業所内託児施設の整備

□ 駿尻鴇屋写言竃構
況に応じた勤務シフトや短時間正規職員制度の導入、職員の希望に即した非正規職員か正規職員への転

有給休暇が取得しやすい環境の整備

日 業務や福利厚生制度、メンタルヘルス等の職員相談窓日の設置等相談体制の充実

[]障害を有する者でも働きやすい職場環境の構築や勤務シフトの配慮

腰痛を含む心
身の健康管理

□ 蝙苦蹴
体の負担軽減のための介護技術の修得支援、介護ロボットやリフト等の介護機器等の導入及び研修等によ

[]短時間勤務労働者等も曼診可能な健康診断・ストレスチェックや、従業者のための休憩室の設置等健康管理対策の実施

[]雇用管理改善のための管理者に対する研修等の実施

日 事故・トラブルヘの対応マニュアル等の作成等の体制の整備

生産性向上の
ための業務改

善の取組

タブレット端末やインカム等のICT活用や見守り機器等の介護ロボットやセンサー等の導入による業務量の縮減

□ 雇衰鰯 属詭轟乳
掃除、食事の配膳、下膳などのほか、経理や労務、広報なども含めた介護業務以外の業務の

□ 5S活動(業 務管理の手法の1つ。整理・整頓・清掃・清潔・躾の頭文字をとつたもの)等の実践による職場環境の整備

□ 業務手順書の作成や、記録・報告株式の工夫等による情報共有や作業負担の軽減

やりがい・働き
がいの構成

日
ミーティング等による職場内コミュニケーションの円滑化による個々の福祉・介護職員の気づきを踏まえた勤務環境や支援内容

の改善

□ 地域包括ケアの一員としてのモチベーション向上に資する、地域の児童・生徒や住民との交流の実施

[]利用者本位の支援方針など障害福祉や法人の理念等を定期的に学ぷ機会の提供

E]支援の好事例や、利用者やその家族からの謝意等の情報を共有する機会の提供

合理的な理由により期間中の実施が困難な場合 理 由
※ 上記のうち 前年度に取組実績がある項目にチェック(ン )すること。



(4)その他 (やむを得ず配分比率を満たすことができなくなった場合等については、下記の欄に記載すること。)

※ 給与明細や勤務記録等、実績報告の根拠となる資料は、指定権者からの求めがあった場合に速やかに提出できるよう、適切に保管しておくこと。

※ 福祉・介護職員処遇改善加算、福祉・介護職員等特定処遇改善加算及び福祉・介護職員等ベースアップ等支援加算に関して、虚偽や不正があつ

た場合には、支払われた介護給付費等の返還や事業者の指定取消となる場合があるので留意すること。

実績報告書の記載内容に虚偽がないことを証明するとともに、記載内容を証明する資料を適切に保管して

いることを誓約します。

令和  6 年 7 月 25 日  法人名 社会福祉法人 南紀のでみ会

代表者 職名  理事長  氏名    異 琴代



(確認用)提出前のチエックリスト
・以下の項目に「×」がないか、提出前に確認すること。「X」 がある場合、当該項目の記載を修正すること。

※空欄が表示される項 は、記入が る必要はない。
ヽ2

ベースアップ等加算による賃金改善の所要額が加算額以上であること

等による賃金改善以外の部分で賃金水準を引き下げないこと3

特 定加算による賃金改善の所要額が加算額以上であること

以による賃

ついて

が年額440万円以上であること(短期入所・総合事業での重複を除く)

「賃金改善を実施するグループ」でAを選択していない場合に、その理由を記載していること

介護職員について、賃金改善の見込額の3分の2以上が、ベースアップ等(基本給又は決まつて毎月支払われる手当の引上

ついて、賃金改善の見込額の3分の2以上が、ベースアップ等 (基本給又は決まって毎月支払われる手当の引
計画になつていること

2)|ぞ苦譲轟罷子:

て しBの

ること
るヽこ

て し取組が選択され
が選 て との取組以 上 択され

1法人



別紙様式3-2  福祉・介護職員処遇改善実績報告書 福祉・介護職員等特定処遇改善実績報告書 福祉・介護職員ベースアップ等支援加算実績報告書 (施設・事業所別個表)

本年度の加算の総額 [円 ]

42,581,270

11,054,270

10,706,690

処遇改善加算

特定加算

ベースアップ等加算

【記入上の注意】
本表に記載する事業所は、計画書の別紙様式2-2、 2-3及び2-4に記載した事業所と一致しなければならない。事業所の数が多く、1枚に記載しきれない場合は、適宜、行を追加すること。

本年度のベース
アップ等加算の総

額 [円 ]

1,811,050

166,670

2,207,730

1,507,040

4,970

2,148,380

1,013,390

575,150

384,530

877100

10,680

特定加算

橙嫉・嶺乾のあ

る障害福祉人材
のうち月平均8万

円以上又は年額
440万 円以上

[人 ]

12

0

0

11

0

0

1

1

2

2

0

本年度の加算
の総額 [円 ]

2,801,150

125,110

1,655,550

2,329,700

3,730

1,612.020

623,350

752.050

502,690

640,910

8,010

算定する
加算区分

特定加算 I

特定加算 I

特定加算 I

特定加算 I

特定加算 I

特定加算 I

特定加算Ⅱ

特定加算 I

特定加算 I

特定加算 I

特定加算 I

処遇改善加算

本年度の加算
の総額 [円 ]

10,046.590

512,090

6,7811200

8,356.480

15,270

6,598.610

3,352,020

2.388.320

1.596,890

2.900,920

32,790

算定する
加算区分

加算 I

加算 I

加算 I

加算 I

加算 I

加算 I

加算 I

加算 I

加算 I

加算 I

加算 I

サービス名

障害者支援施設 :生活介護

短期入所

施設入所支援

障害者支援施設 :生活介護

短期入所

施設入所支援

共同生活援助 (介護サービ
ス包括型)

就労継続支援B型

就労継続支援B型

共同生活援助 (口 中サービ
ス支援型)

短期入所

事業所名

のぞみ園

のぞみ園

のでみ園

第二のぞみ園

第二のでみ園

第二のぞみ園

ホーム翼

エール作業所

アルファ田辺

ホームゆとろぎ

ホームゆとろぎ

事業所の所在地

市区町村

田辺市

田辺市

田辺市

田辺市

田辺市

田辺市

上富田町

田辺市

田辺市

田辺市

田辺市

都道府県

和歌山県

和歌山県

和歌山県

和歌山県

和歌山県

和歌山県

和歌山県

和歌山県

和歌山県

和歌山県

和歌山県

指定権者

和歌山県

和歌山県

和歌山県

和歌山県

和歌山県

和歌山県

和歌山県

和歌山県

和歌山県

和歌山県

和歌山県

障害福祉サービス
事業所番号

3012200154

3012200154

3012200154

3012200162

3012200162

3012200162

3022410058

3012250449

3012250712

3022250538

3012250845

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

スアップ等加算


